
 

 

 

            

 

この広報誌は、共同募金の助成金を活用し発行しております。 
 

 

第４号 
令和２年７月 

 

みんなの福祉をみんなの手で みんなの優しさを福祉に映して。秋田の福祉を大切に守り、育てます。 

編集と発行 ／ 社会福祉法人 秋田市社会福祉協議会  TEL 862-7445  FAX 863-6068 

◎ホームページ https：//www.akita-city-shakyo.jp/ 〒010-0976 秋田市八橋南 1-8-2 

新型コロナウイルスの影響により私たちの生活様式も一変し、休業や収入が減った世帯は計り知れません。 

今回の耳よりインフォメーションは、こうした世帯に対し生活資金を支援する特例貸付について特集します。 

受付開始から 2 カ月で約３８万８０００件（注 1）これは全国で特例貸付の申請を受けた件数です。この数字

は既に、リーマン・ショックや東日本大震災があった２００９～２０１１年の３年間を超えたと言われていま

す。秋田市社会福祉協議会でも秋田市の生活福祉資金（特例貸付）の申請窓口となっていることから、緊急事

態宣言以降、様々な職種の方々から「先行きが不安」、「店から〇日から当面、落ち着くまで休業を言われた」、

「客が来なくて店を閉めた」、「子どもの学校が休校となり、仕事を休まざるをえなくなった」、「就職予定だっ

たが採用を白紙にされた」、「給与が満額振り込まれない」など様々な理由での相談や申請手続きが後を絶ちま

せん。 

 こうした方々に対して生活福祉資金（特例貸付）は、 

一時的な生計維持のために、上限額２０万円を貸付とする緊急小口資金とさらに生活費が必要な場合や失業

などの理由で生活費維持のために、上限額２０万円（単身１５万円）を原則３カ月以内、貸付する総合支援資

金があります。 

 現在は、緊急小口資金の申込み件数は落ち着きを見せてはいるが、総合支援資金への申込み増加が見込まれ

ます。 

（注 1）全国社会福祉協議会調べ特例貸付申請件数（令和 2 年 3 月 25 日～5 月 30 日まで） 

〇申請件数 約３８万８０００件（緊急小口資金 約３３万５０００件、総合支援資金 約５万３０００件） 

※従来の申込みをはるかに超えている他、０９～１１年度の３年間でも約２０万５０００件であった。 

秋田市社会福祉協議会では、令和２年３月２５日から 

生活福祉資金（特例貸付）に係る、相談・申請受付を  

行っております。 

〇特例貸付申請件数（令和２年６月３０日現在） 

 緊急小口資金 ５９２件 

 総合支援資金  ６２件 

 重複申込み   ５６件 
 

 

新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について 

秋田市社会福祉協議会ではアクリル

パーテーションを使用しております。 

 



 

 

 

 

 

生活福祉資金の特例貸付 

緊急小口資金（主に休業された方向け） 総合支援資金（主に失業された方等向け） 

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や失

業等により、日常生活が困難となっている世帯に対して、

生活再建までに必要な生活費用を貸付いたします。 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、緊

急かつ一時的に収入が減少した世帯に対して、当座の生活

費を貸付いたします。 

対象者 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収

入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付

を必要とする世帯（低所得世帯に限らない） 

※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくて

も対象となります。 ※運転資金、設備資金は、貸付対象外です。  

対象者 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失

業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となって

いる世帯 

※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくて

も対象となります。 ※運転資金、設備資金は、貸付対象外です。 

貸付上限額 

・（２人以上世帯）月２０万円以内 

・（単身世帯）  月１５万円以内 

貸付期間：原則３カ月以内 

貸付上限額 

２０万円以内 

※従来の 10 万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸 

付上限額を 20 万円以内とします。 
  

ア. 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいると 

き。 

イ. 世帯員に要介護者がいるとき。 

ウ. 世帯員が４人以上いるとき。 

エ. 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨 

時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となっ 

た労働者がいるとき。 

オ. 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れ 

のある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となっ 

た労働者がいるとき。 

カ. 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少 

により生活に要する費用が不足するとき。 

キ. 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が 

必要な場合。 

据置期間 ／ 償還期限 

 

据置期間 ／ 償還期限 

１年以内 ／ ２年以内 

※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少

が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる

取扱いとし、生活に困窮された方はきめ細かく配慮しま

す。 

１年以内 ／ １０年以内 

※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少

が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができ

る取扱いとし、生活に困窮された方はきめ細かく配慮し

ます。 

貸付利子・保証人 

無利子・不要 

貸付利子・保証人 

無利子・不要 

本会窓口への相談・申込み 

 不要の待ち時間を作らないことや、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、予約制で受付させて 

いただいております。また、本会への郵送での申込みも可能です。詳しくは、右にあるＱＲコードから特例 

貸付のページで確認することができます。 

  秋田市老人福祉センター１Ｆ 秋田市社会福祉協議会 貸付担当 TEL ０１８－８３８－６４７７  

本会以外での申し込み【緊急小口資金（特例）のみ】 

〇東北労働金庫 https://www.tohoku-rokin.or.jp/ 

  郵送のみでの受付 

〇郵便局 https://www.post.japanpost.jp/ 

 ※秋田市内は秋田中央郵便局、土崎郵便局のみで受付 

  窓口のみでの受付 時間 平日 9:00-16:00 

  

https://www.tohoku-rokin.or.jp/covid-19/
https://www.post.japanpost.jp/index.html

